
様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  1 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 6 年 9 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
滋賀県立美術館協議会委員および専門委員名簿 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

文化芸術振興課、美術館 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  
滋賀県立美術館協議会委員および専門委員の選任事務 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

１氏名、２生年月日、３年齢、４性別、４職業、５専門分野、６住所、７電話番号、

８メールアドレス 

 要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

委嘱された委員および専門委員 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人からの申出 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

□有（   ） 

■無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

文化芸術振興課美の魅力発信推進室 

〒520‐2122 滋賀県大津市瀬田南大萱町 1740-1 滋賀県立美術館内 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

■有  □無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  1 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 4 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
滋賀県文化財保護審議会委員 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

文化財保護課 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  
滋賀県文化財保護審議会開催に係る連絡事務等 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

1 住所、2 生年月日、3 勤務先連絡先 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

審議会委員 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人からの提供 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

□有（   ） 

■無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

文化財保護課 

〒520‐8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  2 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 4 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
叙勲申請事務 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

文化財保護課 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  
文化財保護による功労のあった者に対し、叙勲の申請を行う。 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

1 住所、2 生年月日 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

叙勲候補者 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人からの提供 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

□有（   ） 

■無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

文化財保護課 

〒520‐8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  3 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 4 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
地域文化功労者表彰候補者推薦 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

文化財保護課 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  
地域文化功労者表彰要項に基づき候補者の推薦を行う。 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

1 住所、2 生年月日 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

表彰候補者 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人からの提供 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

□有（   ） 

■無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

文化財保護課 

〒520‐8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  4 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 4 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
滋賀県文化賞等被表彰候補者推薦 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

文化財保護課 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  
滋賀県文化賞等表彰要領に基づき候補者の推薦を行う。 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

1 住所、2 生年月日 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

表彰候補者 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人からの提供 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

□有（   ） 

■無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

文化財保護課 

〒520‐8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  5 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 4 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
文化財保護法および文化財保護条例に基づく現状変更事務 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

文化財保護課 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  
国・県指定文化財の現状変更許可 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

1 氏名、2 住所 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

所有者 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人からの提供 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

■有（ 文化庁 ） 

□無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

文化財保護課 

〒520‐8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  6 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 4 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
文化財指定・登録事務 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

文化財保護課 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  
指定・登録を行うことで文化財の保存と活用を図る。 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

1 氏名、2 住所 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

文化財の所有者および管理団体 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人からの提供 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

■有（ 文化庁 ） 

□無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

文化財保護課 

〒520‐8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  7 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 6 年 11 月 8 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
ヘリテージマネージャー修了者名簿 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

文化財保護課 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  
有形文化財の保存と活用に関しての調査依頼 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

1 氏名、2 住所、3 電話番号、4 勤務先 5 勤務先電話番号 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

滋賀県ヘリテージマネージャー（滋賀県歴史的建造物保存活用推進員） 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人以外からの提供 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

□有（   ） 

■無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

文化財保護課 

〒520‐8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  8 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 4 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
特別天然記念物カモシカ生態調査 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

文化財保護課 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  
カモシカ調査員／カモシカ保護指導委員の報償費・費用弁償の支払い 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

１氏名、２住所、３連絡先、４生年月日 

 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

調査員／調査指導委員 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

関係市からの推薦書／委員本人からの提供 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

□有（   ） 

■無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

文化財保護課 

〒520‐8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  9 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 4 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
93・94 条埋文届出 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

文化財保護課 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  
文化財保護法第 93・94 条届出等を円滑に事務処理するため。 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

1 住所、2 氏名、3 届出等した日付 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

文化財保護法第 93・94 条届出等をした者 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人からの届出の提出 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

□有（   ） 

■無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

文化財保護課 

〒520‐8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  10 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 4 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
特別史跡安土城跡調査整備検討会議 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

文化財保護課 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  
特別史跡安土城跡調査整備検討会議委員の旅費・報償費の支払い 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

１氏名、２住所、３連絡先、４生年月日、５勤務先 

 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

委員 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

委員本人からの提供 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

□有（   ） 

■無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

文化財保護課 

〒520‐8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  11 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 4 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
琵琶湖文化館文化財受託 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

文化財保護課（琵琶湖文化館） 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  
琵琶湖文化館において個人から文化財を受託する。 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

１氏名、２住所、３本籍・国籍、４生年月日、５性別、６電話番号 

 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

琵琶湖文化館へ文化財を寄託する個人 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人からの提供 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

□有（   ） 

■無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

文化財保護課 

〒520‐8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  12 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 4 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
文化財保護管理指導事務 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

文化財保護課 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  

滋賀県知事が委嘱した文化財保護指導委員が県内の文化財について巡視を行い、並

びに所有者等に対し、文化財保護に関する指導・助言を行う。 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

１氏名、２住所、３生年月日・年齢、４性別、５電話番号、６学業・学歴、７職業・

職歴、８職業以外の社会活動歴、９執筆活動 

 要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

文化財保護法指導委員 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人からの提供、国・市町村等からの提供 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

□有（   ） 

■無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

文化財保護課 

〒520‐8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

■有  □無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  13 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 4 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

文化財保護課 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  

「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」に基づく文化財建造物の被災状

況調査の資料 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

１氏名、２住所、３電話番号 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

文化財の所有者および管理団体 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人、市町からの提供 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

■有（近畿圏 2 府 8 県） 

□無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

文化財保護課 

〒520‐8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） ■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  1 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 10 月 17 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
国民体育大会派遣選手団名簿および成績結果ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

国スポ・障スポ大会局競技力向上

対策室 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  
国民体育大会への滋賀県選手団の派遣および成績結果の作成 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

１氏名、２、住所、３生年月日・年齢、４性別、５電話番号、６学業・学歴、７職

業・職歴、８資格、９成績・評価 

 要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

国民体育大会派遣役員、監督、選手 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人および競技団体からの提供 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

■有（ 県内市町 ） 

□無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

国スポ・障スポ大会局競技力向上対策室 

大津市松本１丁目２番１号 大津合同庁舎７階 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  2 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 7 月 24 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
次世代アスリート発掘育成プロジェクト記録ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

国スポ・障スポ大会局競技力向上

対策室 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  

次世代アスリート発掘育成プロジェクトに参加する県内在住児童の運動能力テス

ト結果および育成プログラム活動データ等を記録 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

１氏名、２、住所、３生年月日・年齢、４性別、５電話番号、６学業・学歴、７成

績・評価、９家庭状況 

 要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

プロジェクト参加者 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人・保護者からの届出 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

■有（ ・滋賀県スポーツ協会 

・県内競技団体 ） 

□無 

 

外 部 委 託 の 有 無 ■有 □無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

国スポ・障スポ大会局競技力向上対策室 

大津市松本１丁目２番１号 大津合同庁舎７階 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   



様式第２号（第５条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  3 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 4 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
次世代アスリート発掘育成プロジェクト実行委員会名簿ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

国スポ・障スポ大会局競技力向上

対策室 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  

有識者等に実行委員会の委員を委嘱し、プロジェクトの方針・内容検討および運営

を行う。 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

１個人番号、２氏名、３住所、４生年月日・年齢、５電話番号、６職業・職歴 

 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

プロジェクト実行委員 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人からの提供 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

□有（   ） 

■無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

国スポ・障スポ大会局競技力向上対策室 

大津市松本１丁目２番１号 大津合同庁舎７階 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  4 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 6 月 30 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
ターゲットエイジ強化選手リスト 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

国スポ・障スポ大会局競技力向上

対策室 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  

競技団体が選出する滋賀国スポ開催年に少年種別の主力となる年代の有望選手の

活動を支援するために使用する。 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

１氏名、２性別、３学年、４学業・学歴、５成績・評価 

 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

競技団体指定の選手 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人および競技団体からの提供 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

■有（ ・教育委員会 

・県内市町村 

・私立学校 ） 

□無 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

国スポ・障スポ大会局競技力向上対策室 

大津市松本１丁目２番１号 大津合同庁舎７階 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   



様式第２号（第５条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  5 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 10 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
SHIGA アスリートナビ エントリー者リスト 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

国スポ・障スポ大会局競技力向上

対策室 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  

本県のスポーツ振興に貢献いただける人材の確保を目的に、アスリートや指導者と

県内企業等との雇用関係の成立を支援 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

１氏名、２、住所、３生年月日・年齢、４性別、５電話番号、６学業・学歴、７職

業・職歴、８資格、９家庭状況 

 要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

求職エントリー者 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人および競技団体からの提供 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

■有（ SHIGA アスリートナビ協力企業 ） 

□無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

国スポ・障スポ大会局競技力向上対策室 

大津市松本１丁目２番１号 大津合同庁舎７階 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   



様式第２号（第５条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  6 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 4 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
紺綬褒章ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

国スポ・障スポ大会局広報・県民

運動室 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  
褒章に係る候補者を国に推薦するために使用。 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

１氏名、２住所、３本籍・国籍、４生年月日・年齢、５性別、６電話番号、７学業・

学歴、８職業・職歴、９成績・評価、10 職業以外の社会活動歴、11 犯罪の経歴 

 要 配 慮 個 人 情 報 

■有  □無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

推薦候補者 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人および市町村からの提供 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

■有（ 文部科学省 ） 

□無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

国スポ・障スポ大会局広報・県民運動室 

大津市松本１丁目２番１号 大津合同庁舎５階 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） ■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

■有  □無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  1 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 4 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
寄附物品管理ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

滋賀県立美術館 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  

寄附申込書により、美術品を受納し、寄附申込者に対して寄附物品受領書を発行す

る。 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

１．氏名、２．住所、3．電話番号 

 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

寄附申込書を提出したもの 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人からの届出 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

□有（   ） 

■無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

滋賀県立美術館 

 〒520‐2122 滋賀県大津市瀬田南大萱町 1740-1 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  2 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 4 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
特別観覧許可証発行管理ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

滋賀県立美術館 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  
特別観覧申請書を受け、申請者に対して特別観覧許可証を発行する 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

１．氏名、２．住所、３．電話番号 

 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

特別観覧申請書を提出したもの 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人からの届出 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

□有（   ） 

■無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

滋賀県立美術館 

〒520‐2122 滋賀県大津市瀬田南大萱町 1740-1 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  3 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 4 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
ギャラリー等使用承認管理ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

滋賀県立美術館 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  
ギャラリー等使用承認申請者に対してギャラリー等使用承認書を発行する 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

１、氏名、２、住所、３．電話番号 

 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

ギャラリー等使用使用承認申請書を提出したもの 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人からの届出 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

□有（   ） 

■無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

滋賀県立美術館 

〒520‐2122 滋賀県大津市瀬田南大萱町 1740-1 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  4 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和７年 11 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
美術館ボランティア 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

滋賀県立美術館 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  
美術館ボランティア制度に登録した人から業務補助を受ける 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

１、氏名、２、住所、３．性別、４、電話番号３、連絡先（電話番号）、４、メール

アドレス、５、生年月日 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

ボランティア制度登録者 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人からの届出 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

□有（   ） 

■無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

滋賀県立美術館 

〒520‐2122 滋賀県大津市瀬田南大萱町 1740-1 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  5 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和 5 年 4 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
サポーター制度運営管理ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

滋賀県立美術館 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  

寄附申込書により、寄附金を受納するため、寄附申込者に対して納入通知書を発行

する。 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

１、氏名、２、住所、３．電話番号 

 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

寄附申込書を提出したもの 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人からの届出 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

□有（   ） 

■無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

滋賀県立美術館 

〒520‐2122 滋賀県大津市瀬田南大萱町 1740-1 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   

 



様式第２号（第５条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

整 理 番 号  ６ 
作成年月日または 

直近の修正年月日 
令和７年 11 月 1 日 

個 人 情 報 

フ ァ イ ル の 名 称 
個人番号管理・法定調書等作成ファイル 

実 施 機 関 の 名 称 知事 

個人情報ファイルが 

利用に供される事務を 

つかさどる組織の名称 

滋賀県立美術館 

個人情報ファイル 

の 利 用 目 的  

各種委員会の委員や講演会講師等に対する報酬、料金等の支払い事務を実施すると

ともに、支払いに伴い必要となる源泉徴収事務・法定調書作成事務を実施する。 

個人情報ファイルに 

記録されている項目 

１氏名、２生年月日、３住所、４個人番号、５種別・区分、６支払金額、７源泉徴

収税額、８摘要、９支払内容 

要 配 慮 個 人 情 報 

□有  ■無 

本人として個人情報 

ファイルに記録される 

個人の範囲(記録範囲) 

報酬等の支払のある委員会等委員、講演会講師等 

個人情報ファイルに 

記録される個人情報 

（記録情報）の収集方法 

本人からの提出 

記録情報を当該実施機関

以外の者に経常的に提供

する場合にはその提供先 

■有（税務署および市区町村） 

□無 

 

外 部 委 託 の 有 無 □有 ■無 

開示・訂正・利用停止請

求を受理する組織の名称

および所在地 

滋賀県立美術館 

〒520‐2122 滋賀県大津市瀬田南大萱町 1740-1 

訂正・利用停止に関する

他の法令の規定による特

別の手続等 

（根拠法令）  

（内容）  

個人情報ファイル 

の種別  

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第７項に該当するファイル 

□有  ■無 

備 考   

 


